
伊達政宗使用獅子の黒印伊達政宗使用獅子の黒印

足
尾
原
村
文
書
（
齊
藤
家
文
書
）
と
は

足
尾
原
村
文
書
（
齊
藤
家
文
書
）
と
は

　　
平
成
30
年
か
ら
日
光
市
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
足
尾
原

村
文
書
の
調
査
を
実
施
し
、
286
点
の
古
文
書
を
確
認
し
ま
し

た
。
そ
の
多
く
は
、齊
藤
家
が
江
戸
時
代
に
原
村
の
名
主
だ
っ

た
時
の
近
世
文
書
や
明
治
期
の
近
代
文
書
で
す
が
、
そ
の
中

に
は
新
発
見
の
戦
国
時
代
の
古
文
書
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。

　
鹿
沼
城
主
で
宇
都
宮
氏
家
臣
の
徳
雪
斎
周
長
（
壬
生
周

長
）
や
佐
野
唐
沢
山
城
の
佐
野
宗
綱
を
は
じ
め
、
会
津
を
勝

ち
取
っ
た
直
後
の
伊
達
政
宗
や
上
杉
氏
の
家
臣
で
唐
沢
山
城

を
守
備
し
て
い
た
吉
江
景
資
と
そ
の
一
族
の
吉
江
資
賢
か
ら

発
給
さ
れ
た
古
文
書
な
ど
か
ら
、
下
野
国
内
外
の
有
力
者
が
、

足
尾
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　
ま
た
足
尾
に
は
、
戦
国
期
の
年
号
が
入
っ
た
仏
像
や
石
造

物
が
あ
り
、
中
世
の
足
尾
の
人
た
ち
の
信
仰
や
営
み
が
見
え

て
き
ま
し
た
。

　
慶
長
15
年
（
一
六
一
〇
）
に
足
尾
銅
山
が
発
見
さ
れ
、
繁

栄
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
足
尾
で
す
が
、
足
尾
原
村
文
書
が

発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
銅
山
で
繁
栄
す
る
以
前
の
戦
国

時
代
の
足
尾
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
今
後
、
本
格
的
な
足
尾

の
戦
国
史
研
究
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
多

く
の
皆
様
が
足
尾
と
い
う
地
域
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ

ば
幸
い
で
す
。

      
      

令
和
二
年
度
速
報
展

令
和
二
年
度
速
報
展

発
見
発
見    
足
尾
の
戦
国
時
代

足
尾
の
戦
国
時
代

日
光
市
歴
史
民
俗
資
料
館

日
光
市
歴
史
民
俗
資
料
館

！！！！
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関
東
関
東
ああ（
足
尾
）

（
足
尾
）

し
う
し
う
のの
大大（
太
）

（
太
）郎
左
衛
門
、
荷
」
物
五
駄
、
其
身
一
代
分
国
中
」
諸

郎
左
衛
門
、
荷
」
物
五
駄
、
其
身
一
代
分
国
中
」
諸

関
所
上
下
無
相
違
可
有
」
勘
過
者
也
、
仍
証
文
如
件
、

関
所
上
下
無
相
違
可
有
」
勘
過
者
也
、
仍
証
文
如
件
、

天天（
一
五
八
九
）

（
一
五
八
九
）

正
十
七

正
十
七　　

  

年
九
月
十
六
日
（
黒
印
）

年
九
月
十
六
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

分
国

　
　
　
　
　
　
　
　

分
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
役
所
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
役
所
中

己己丑丑

　　
伊
達
政
宗
が
、
あ
し
う
（
足
尾
）
の
太
郎
左
衛
門
に
与
え
た

伊
達
政
宗
が
、
あ
し
う
（
足
尾
）
の
太
郎
左
衛
門
に
与
え
た
過過か
し
ょ

か
し
ょ所所

（
関
所
の
通
行
証
書
）。
太
郎
左
衛
門
は
、
一
代
限
り
五

（
関
所
の
通
行
証
書
）。
太
郎
左
衛
門
は
、
一
代
限
り
五
駄駄だだ

の
荷
物

の
荷
物

を
運
ん
で
政
宗
の
分
国
中
の
関
所
を
自
由
に
通
行
で
き
る
こ
と
を

を
運
ん
で
政
宗
の
分
国
中
の
関
所
を
自
由
に
通
行
で
き
る
こ
と
を

保
障
さ
れ
た
。

保
障
さ
れ
た
。

　

政
宗
は
、
天
正

　

政
宗
は
、
天
正
1717
年
（
一
五
八
九
）

年
（
一
五
八
九
）
66
月
に
月
に
蘆蘆あ
し
な

あ
し
な名名
氏
を
滅
ぼ
し
、

氏
を
滅
ぼ
し
、

会
津
の
黒
川
城
（
後
の
会
津
若
松
城
）
に
入
っ
た
。
こ
の
文
書
は

会
津
の
黒
川
城
（
後
の
会
津
若
松
城
）
に
入
っ
た
。
こ
の
文
書
は

そ
の
三
ヶ
月
後
に
政
宗
か
ら
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
三
ヶ
月
後
に
政
宗
か
ら
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

会
津
の
領
主
が
変
わ
っ
た
た
め
、
太
郎
左
衛
門
か
ら
政
宗
方
に

　

会
津
の
領
主
が
変
わ
っ
た
た
め
、
太
郎
左
衛
門
か
ら
政
宗
方
に

願
い
出
て
通
行
の
権
利
の
保
障
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

願
い
出
て
通
行
の
権
利
の
保
障
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
伊
①
伊  

達達  

政政  

宗宗  

過過  

所所

―
足
尾
の
太
郎
左
衛
門
の
通
行
を
許
可
す
る
―

―
足
尾
の
太
郎
左
衛
門
の
通
行
を
許
可
す
る
―

①伊達政宗①伊達政宗過所　過所　（（縦）34.4㎝ ×（横）49.9㎝縦）34.4㎝ ×（横）49.9㎝
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現
在
、
伊
達
政
宗
の
獅
子
の
黒
印
が

現
在
、
伊
達
政
宗
の
獅
子
の
黒
印
が

使
用
さ
れ
、
原
本
が
残
っ
て
い
る
も
の

使
用
さ
れ
、
原
本
が
残
っ
て
い
る
も
の

は
、
本
史
料
を
含
め
て
五
点

は
、
本
史
料
を
含
め
て
五
点
の
み
で
あ

の
み
で
あ

るる
。
そ
の
中
で
も
本
史
料
は
、
ほ
か
の

。
そ
の
中
で
も
本
史
料
は
、
ほ
か
の

四
点
と
比
較
す
る
と
文
書
の

四
点
と
比
較
す
る
と
文
書
の
様
式
様
式
が
異
が
異

な
る
。
本
史
料
は
「

な
る
。
本
史
料
は
「
竪竪た

て
が
み

た
て
が
み紙紙
」
と
呼
ば
れ

」
と
呼
ば
れ

るる
様
式
様
式
で
、
紙
を
横
長
に
置
い
て
、
紙

で
、
紙
を
横
長
に
置
い
て
、
紙

の
全
体
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
一

の
全
体
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
一

方
で
ほ
か
の
四
点
は
「

方
で
ほ
か
の
四
点
は
「
折折お

り
が
み

お
り
が
み紙紙
」
と
呼
ば

」
と
呼
ば

伊達政宗過所　―足尾の太郎左衛門の通行を許可する―伊達政宗過所　―足尾の太郎左衛門の通行を許可する―

　　
伊
達
伊
達
輝輝て
る
む
ね

て
る
む
ね宗宗
の
子
。
初
代
仙
台
藩
主
。
天
正

の
子
。
初
代
仙
台
藩
主
。
天
正
1717
年
（
一
五
八
九
）

年
（
一
五
八
九
）
66
月
に
会
津

月
に
会
津

磐
梯
山
麓
の

磐
梯
山
麓
の
摺摺す
り
あ
げ
は
ら

す
り
あ
げ
は
ら

上
原
上
原
の
戦
い
に
お
い
て
、
会
津
の

の
戦
い
に
お
い
て
、
会
津
の
蘆蘆あ
し
な

あ
し
な名名
氏
を
滅
亡
さ
せ
、

氏
を
滅
亡
さ
せ
、
黒黒く
ろ
か
わ

く
ろ
か
わ川川

城（
後
の
会
津
若
松
城
）に
入
る
。

城（
後
の
会
津
若
松
城
）に
入
る
。

翌翌
1818
年
（
一
五
九
〇
）
時
点
で
政

年
（
一
五
九
〇
）
時
点
で
政

宗
は
、
東
北
地
方
の
広
範
囲
を
勢

宗
は
、
東
北
地
方
の
広
範
囲
を
勢

力
圏
に
お
い
て
い
た
。

力
圏
に
お
い
て
い
た
。

　

し
か
し
政
宗
は
、
天
正

　

し
か
し
政
宗
は
、
天
正
1818
年
に
年
に

起
き
た
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
小
田

起
き
た
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
小
田

原
攻
め
に
参
陣
す
る
も
、
秀
吉
の

原
攻
め
に
参
陣
す
る
も
、
秀
吉
の

惣惣そ
う
ぶ
じ

そ
う
ぶ
じ

無
事
無
事
政
策
に
よ
り
政
宗
が
攻

政
策
に
よ
り
政
宗
が
攻

め
取
っ
た
会
津
な
ど
は
没
収
さ

め
取
っ
た
会
津
な
ど
は
没
収
さ

れ
る
。

れ
る
。

伊達政宗伝馬黒印状（仙台市博物館半澤家資料）伊達政宗伝馬黒印状（仙台市博物館半澤家資料）
　政宗が岩出山から柴田郡に至る間の奥州街道沿いの宿駅へ、伝馬　政宗が岩出山から柴田郡に至る間の奥州街道沿いの宿駅へ、伝馬
三匹と 12 人分の食料提供を命じた伝馬状である。三匹と 12 人分の食料提供を命じた伝馬状である。

青葉城址の伊達政宗騎馬像青葉城址の伊達政宗騎馬像
（宮城県仙台市）（宮城県仙台市）

天正 14 年（1586）頃の勢力図天正 14 年（1586）頃の勢力図
『鹿沼市史 通史編 原始・古代・中世』をもとに作成『鹿沼市史 通史編 原始・古代・中世』をもとに作成

佐倉城

牛久城
土浦城

久留里城

岡本城
（里見氏）

（上総）

（安房）

（陸奥）

（下野）

（上野）

（越後）

（常陸）

（武蔵） （下総）

（相模）

（駿河）

（甲斐）

（伊豆）

黒羽城大田原城

多功城
上三川城

川崎城

烏山城
（那須氏）

宇都宮城

多気山城
（宇都宮氏）

小山城

鹿沼城
（壬生氏）

皆川城

日光山

太田城
（佐竹氏）

下館城（水谷氏）
結城城（結城氏）

多賀谷城（多賀谷氏）
小田城栗橋城

関宿城

北条氏

出羽米沢城
（伊達氏）

桐生城

名胡桃城

沼田城

松井田城

箕輪城 廐橋城
金山城

館林城
忍城

江戸城

岩付城

鉢形城

滝山城

八王子城

小田原城
（北条氏）

韮山城

榎本城
足利城

興国寺城

真田領

上杉領

浜松城
（徳川家康）

徳川領

上杉景勝

三河・遠江など

100km０

唐沢山城

●足尾

北条氏の勢力圏

〇〇
伊伊だ

て

だ

て達達
政政ま
さ
む
ね

ま
さ
む
ね宗宗　
　
　
　
永
禄
永
禄
1010
年
（
一
五
六
七
）
～
寛
永

年
（
一
五
六
七
）
～
寛
永
1313
年
（
一
六
三
六
）

年
（
一
六
三
六
）

れ
る
れ
る
様
式
様
式
で
、
紙
を
横
長
に
二
つ
折

で
、
紙
を
横
長
に
二
つ
折

り
に
し
た

り
に
し
た
様
式
様
式
で
あ
る
。「
折
紙
」は
、

で
あ
る
。「
折
紙
」は
、

紙
の
上
半
分
に
文
字
が
書
か
れ
、
上

紙
の
上
半
分
に
文
字
が
書
か
れ
、
上

半
分
に
収
ま
ら
な
い
場
合
は
、
紙
を

半
分
に
収
ま
ら
な
い
場
合
は
、
紙
を

裏
返
し
て
下
半
分
に
続
き
を
書
く
。

裏
返
し
て
下
半
分
に
続
き
を
書
く
。

よ
っ
て
「
折
紙
」
は
②
「
徳
雪
斎
周

よ
っ
て
「
折
紙
」
は
②
「
徳
雪
斎
周

長
宛
行
状
」
の
よ
う
に
折
り
目
を
境

長
宛
行
状
」
の
よ
う
に
折
り
目
を
境

に
文
字
が
上
下
逆
さ
ま
に
な
る
こ
と

に
文
字
が
上
下
逆
さ
ま
に
な
る
こ
と

が
あ
る
。

が
あ
る
。

　
「
竪
紙
」
と
「
折
紙
」
で
は
、「
竪
紙
」

　
「
竪
紙
」
と
「
折
紙
」
で
は
、「
竪
紙
」

の
方
が
よ
り
上
位
の

の
方
が
よ
り
上
位
の
様
式
様
式
で
あ
る
。

で
あ
る
。

伊
達
政
宗
黒
印
状
に
つ
い
て

伊
達
政
宗
黒
印
状
に
つ
い
て

　
　
（
黒
印
）（
黒
印
）

彼
伝
馬
三
疋
幷
」
壱
宿
十
二
人

の
賄
、」
無
異
儀
可
相
出
者
也
、

文
禄
五
年

　
　
　
九
月
十
一
日

　
　
中
新
田

　
　
黒
河
（
川
）

　
　
松
森

　
　
国
分

　
　
北
目
』（
以
下
折
紙
見
返
）

　
　
ま（
増
）し
田

　
　
宮
沢

　
　
四
保

　
　
大
河
原

　
　
　
以
上
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当
乱
中
、其
身
」親
子
無
他
事
忠
信
」忝
候
、然
者
大
蘆
郷
」菟
角
ニ
仕
而
、

当
乱
中
、其
身
」親
子
無
他
事
忠
信
」忝
候
、然
者
大
蘆
郷
」菟
角
ニ
仕
而
、

伝
照
庵

伝
照
庵
」
跡
如
不
忠
候
間
、彼
一
」
跡

」
跡
如
不
忠
候
間
、彼
一
」
跡
大大（
齋
藤
大
和
守
）

（
齋
藤
大
和
守
）

和
守
和
守
任
作
事
」
其
方
ヘ
宛
行
候
、

任
作
事
」
其
方
ヘ
宛
行
候
、

弥
」
忠
信
大
蘆
之
儀
、」
一
途
稼
可
被
申
候
、
彼
地
」
就
本
意
者
彼
在
」

弥
」
忠
信
大
蘆
之
儀
、」
一
途
稼
可
被
申
候
、
彼
地
」
就
本
意
者
彼
在
」

所
ヘ
打
越

所
ヘ
打
越
伝
照
庵

伝
照
庵
如
」
走
廻
候
奉
公
尤
ニ
候
、」
巨
細
者
大
門
加
賀
守
」

如
」
走
廻
候
奉
公
尤
ニ
候
、」
巨
細
者
大
門
加
賀
守
」

可
申
候
、
仍
如
件
、

可
申
候
、
仍
如
件
、

　　

元元（
一
五
七
一
）

（
一
五
七
一
）

亀
二
年

亀
二
年

　
　
　
　

正
月
十
日　

周
長
（
花
押
）

　
　
　
　

正
月
十
日　

周
長
（
花
押
）

　
　
　
　
　

齋
藤
大
蔵
丞
殿

　
　
　
　
　

齋
藤
大
蔵
丞
殿

辛辛未才
未
才

　　「
乱
中
」
の
功
績
に
よ
り
、

「
乱
中
」
の
功
績
に
よ
り
、
大大お
お
あ
し
ご
う

お
お
あ
し
ご
う

蘆
郷
蘆
郷
（
現
鹿
沼
市
）
の
所
領
を
齋
藤

（
現
鹿
沼
市
）
の
所
領
を
齋
藤

大大お
お
く
ら
の
じ
ょ
う

お
お
く
ら
の
じ
ょ
う

蔵
丞
蔵
丞
に
認
め
た
文
書
。
徳
雪
斎
周
長
が
、
元
亀
二
年
四
月
に

に
認
め
た
文
書
。
徳
雪
斎
周
長
が
、
元
亀
二
年
四
月
に
引引ひ
き
だ

ひ
き
だ田田

（
現
鹿
沼
市
）
の
高
村
氏
に
発
給
し
た
文
書
の
中
に
も
「
乱
中
」
と
い

（
現
鹿
沼
市
）
の
高
村
氏
に
発
給
し
た
文
書
の
中
に
も
「
乱
中
」
と
い

う
言
葉
が
出
て
く
る
。
年
号
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、ど
ち
ら
の「
乱
中
」

う
言
葉
が
出
て
く
る
。
年
号
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、ど
ち
ら
の「
乱
中
」

も
同
じ
状
況
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

も
同
じ
状
況
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

　

文
中
に
「
親
子
」、「
大
和
守
」
と
あ
り
、
宛
先
が
齋
藤
大
蔵
丞
で

　

文
中
に
「
親
子
」、「
大
和
守
」
と
あ
り
、
宛
先
が
齋
藤
大
蔵
丞
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
齋
藤
大
和
守
と
齋
藤
大
蔵
丞
は
、
親
子
の
可
能
性

あ
る
こ
と
か
ら
、
齋
藤
大
和
守
と
齋
藤
大
蔵
丞
は
、
親
子
の
可
能
性

が
あ
る
。

が
あ
る
。

②②  

徳徳  

雪雪  

斎斎  

周周  

長長  

宛宛  

行行  

状状

―
大
蘆
郷
の
所
領
を
任
せ
る
―

―
大
蘆
郷
の
所
領
を
任
せ
る
―

② 徳 雪 斎 周 長 宛 行 状　② 徳 雪 斎 周 長 宛 行 状　（縦）32.2㎝ ×（横）40.0㎝（縦）32.2㎝ ×（横）40.0㎝
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徳雪斎周長宛行状―大蘆郷の所領を任せる―徳雪斎周長宛行状―大蘆郷の所領を任せる―

　　　　
壬
生
城
主

壬
生
城
主
壬壬み
ぶ
つ
な
ふ
さ

み
ぶ
つ
な
ふ
さ

生
綱
房

生
綱
房
の
三
男
。
壬
生

の
三
男
。
壬
生

綱綱つ
な
お

つ
な
お雄雄
の
弟
（
叔
父
と
い
う
説
も
あ
る
）。

の
弟
（
叔
父
と
い
う
説
も
あ
る
）。

鹿
沼
城
主
。

鹿
沼
城
主
。
天
文
天
文
2020
年
（
一
五
五
一
）

年
（
一
五
五
一
）

か
ら
天
正

か
ら
天
正
77
年
ま
で
の
お
よ
そ

年
ま
で
の
お
よ
そ
3030
年
間
年
間

の
活
躍
が
み
ら
れ
る
（
下
の
一
覧
表
参

の
活
躍
が
み
ら
れ
る
（
下
の
一
覧
表
参

照
）。
壬
生
氏
は
、
も
と
も
と
宇
都
宮
氏

照
）。
壬
生
氏
は
、
も
と
も
と
宇
都
宮
氏

の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
兄
綱
雄
ら
が
中

の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
兄
綱
雄
ら
が
中

心
に
な
り
幼
少
の
当
主
宇
都
宮

心
に
な
り
幼
少
の
当
主
宇
都
宮
広広ひ
ろ
つ
な

ひ
ろ
つ
な綱綱
をを

真
岡
へ
排
除
し
、
宇
都
宮
城
を
占
拠
す

真
岡
へ
排
除
し
、
宇
都
宮
城
を
占
拠
す

る
。
こ
の
時
、
周
長
は
綱
雄
に
加
担
し

る
。
こ
の
時
、
周
長
は
綱
雄
に
加
担
し

文 書 名文 書 名 発 給 年発 給 年 内 容内 容 宛 所宛 所 文 書 群文 書 群 番 号番 号

11 壬生周長寄進状壬生周長寄進状（折紙（折紙））
天文 20 年 11 月吉日天文 20 年 11 月吉日

（1551）（1551）
壬生周長が伊勢神宮に岡本郷を寄進した。壬生周長が伊勢神宮に岡本郷を寄進した。 粟野弥四郎太夫殿粟野弥四郎太夫殿 佐八文書佐八文書 311311

22 徳雪斎周長宛行状徳雪斎周長宛行状 元亀 2 年正月 10 日元亀 2 年正月 10 日
（1571）（1571）

徳雪斎周長が、「乱中」の働きを賞して、齋藤徳雪斎周長が、「乱中」の働きを賞して、齋藤
大蔵丞に大蘆郷内の所職を充て行った。大蔵丞に大蘆郷内の所職を充て行った。

齋藤大蔵丞殿齋藤大蔵丞殿 足尾原村文書足尾原村文書 ②②

33 壬生周長受領状壬生周長受領状（もと折紙）（もと折紙）
元亀２年 4 月 9 日元亀２年 4 月 9 日

（1571）（1571）
引田における合戦に際し、壬生周長が高村某引田における合戦に際し、壬生周長が高村某
に越前守の受領を与えた。に越前守の受領を与えた。

高村越前守殿高村越前守殿 高村文書高村文書 338338

44 壬生周長安堵状壬生周長安堵状（もと折紙）（もと折紙）
元亀２年 4 月 17 日元亀２年 4 月 17 日

（1571）（1571）
壬生周長が高村越前守に対して宮内の地を安壬生周長が高村越前守に対して宮内の地を安
堵した。堵した。

高村越前守殿高村越前守殿 高村文書高村文書 339339

55 壬生周長書状壬生周長書状 ( 元亀 4 年カ )4 月 20 日( 元亀 4 年カ )4 月 20 日
（1573 カ）（1573 カ）

壬生周長は清浄心院に武運長久の祈禱を念願壬生周長は清浄心院に武運長久の祈禱を念願
した。した。

謹上清浄心院貴面謹上清浄心院貴面
高野山清浄心院高野山清浄心院

文書文書
347347

66 壬生周長書状写壬生周長書状写 ( 天正元年カ )9 月 7 日( 天正元年カ )9 月 7 日
（1573 カ）（1573 カ）

壬生周長が、後北条軍の小山粟志川攻めの様壬生周長が、後北条軍の小山粟志川攻めの様
子を佐竹氏に伝え、出馬を強く要請した。子を佐竹氏に伝え、出馬を強く要請した。

太田御館人々太田御館人々
（佐竹義重）（佐竹義重）

白河証古文書白河証古文書 349349

77 壬生周長書状写壬生周長書状写 ( 天正 4 年 )10 月 13 日( 天正 4 年 )10 月 13 日
（1576）（1576）

壬生周長が、日光町での外郎丸薬の販売独占壬生周長が、日光町での外郎丸薬の販売独占
権を宇野藤右衛門尉に認めた。権を宇野藤右衛門尉に認めた。

宇野藤右衛門尉殿宇野藤右衛門尉殿
古文書相州・豆古文書相州・豆

州　廿四州　廿四
371371

88 壬生周長書状壬生周長書状 ( 天正 5 年カ )5 月 2 日( 天正 5 年カ )5 月 2 日
（1577 カ）（1577 カ）

宇都宮広綱の懇望による出馬決定について、宇都宮広綱の懇望による出馬決定について、
壬生周長が佐竹義重に礼言を述べた。壬生周長が佐竹義重に礼言を述べた。

太田御館人々太田御館人々
（佐竹義重）（佐竹義重）

瀬谷文書瀬谷文書 379379

99 壬生周長書状写壬生周長書状写 ( 天正 6 年カ )5 月 24 日( 天正 6 年カ )5 月 24 日
（1578 カ）（1578 カ）

壬生周長が、下総山川における北条氏政の動壬生周長が、下総山川における北条氏政の動
向等を芦名盛隆に報じた。向等を芦名盛隆に報じた。

会津御館会津御館
（芦名盛隆）（芦名盛隆）

歴代古案　七歴代古案　七 394394

1010 壬生周長書状壬生周長書状 ( 年未詳 )6 月 19 日( 年未詳 )6 月 19 日
壬生周長は、諸般につき油断なきよう高村大壬生周長は、諸般につき油断なきよう高村大
蔵進に命じた。蔵進に命じた。

高村大蔵進殿高村大蔵進殿 高村文書高村文書 579579

1111 徳雪斎周長定書写徳雪斎周長定書写 ( 年未詳 )10 月 17 日( 年未詳 )10 月 17 日
徳雪斎周長が、足尾郷支配にあたる定を齋藤徳雪斎周長が、足尾郷支配にあたる定を齋藤
大和守と七人のおとな中に与えた。大和守と七人のおとな中に与えた。

齋藤大和守殿齋藤大和守殿
七人のおとな中七人のおとな中

足尾原村文書足尾原村文書 ③③

徳雪斎周長（壬生周長）発給文書一覧 (　　　徳雪斎周長（壬生周長）発給文書一覧 (　　　は新出史料）

・『鹿沼市史　資料編　古代・中世』（鹿沼市、1999）、『鹿沼市史 通史編 原始・古代・中世』（鹿沼市 2004）、佐々木茂「徳雪斎周長の政治的位置・『鹿沼市史　資料編　古代・中世』（鹿沼市、1999）、『鹿沼市史 通史編 原始・古代・中世』（鹿沼市 2004）、佐々木茂「徳雪斎周長の政治的位置
　―一次史料の検討をつうじて―」『中世関東武士の研究 第四巻 下野宇都宮氏』（戎光祥出版 2011）に基づき作成。　―一次史料の検討をつうじて―」『中世関東武士の研究 第四巻 下野宇都宮氏』（戎光祥出版 2011）に基づき作成。
・丸番号は本パンフレットの掲載番号、その他の番号は『鹿沼市史資料編 古代・中世』（鹿沼市 1999) の掲載番号を示す。・丸番号は本パンフレットの掲載番号、その他の番号は『鹿沼市史資料編 古代・中世』（鹿沼市 1999) の掲載番号を示す。

〇〇
徳徳と
く
せ
つ
さ
い
し
ゅ
う
ち
ょ
う

と
く
せ
つ
さ
い
し
ゅ
う
ち
ょ
う

雪
斎
周
長

雪
斎
周
長
（（
壬壬み

ぶ

み

ぶ生生
周周か
ね
な
が

か
ね
な
が長長
）　）　
　
？
～
天
正
７
年
（
一
五
七
九
）

　
？
～
天
正
７
年
（
一
五
七
九
）

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
綱

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
綱

が
成
長
し

が
成
長
し
佐佐さ
た
け

さ
た
け竹竹
氏
ら
の
支
援
に
よ
り
帰

氏
ら
の
支
援
に
よ
り
帰

城
す
る
と
、
綱
雄
ら
は
宇
都
宮
城
を
退

城
す
る
と
、
綱
雄
ら
は
宇
都
宮
城
を
退

去
し
て
い
る
。

去
し
て
い
る
。

　

の
ち
周
長
は
、
広
綱
・

　

の
ち
周
長
は
、
広
綱
・
国国く
に
つ
な

く
に
つ
な綱綱
父
子
を

父
子
を

補
佐
し
、
常
陸
の
佐
竹
氏
や
会
津
の

補
佐
し
、
常
陸
の
佐
竹
氏
や
会
津
の

蘆蘆あ
し
な

あ
し
な名名
氏
と
の
外
交
を
担
っ
て
い
る
。
そ

氏
と
の
外
交
を
担
っ
て
い
る
。
そ

の
一
方
で
、
兄
綱
雄
は
、
小
田
原
の
北

の
一
方
で
、
兄
綱
雄
は
、
小
田
原
の
北

条
氏
寄
り
の
立
場
を
取
っ
た
た
め
、
兄

条
氏
寄
り
の
立
場
を
取
っ
た
た
め
、
兄

弟
で
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。

弟
で
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

綱
雄
は
、
永
禄

　

綱
雄
は
、
永
禄
55
年
（
一
五
六
二
）

年
（
一
五
六
二
）

にに
宇
都
宮
広
綱
の
指
示
に
よ
っ
て
殺
害

宇
都
宮
広
綱
の
指
示
に
よ
っ
て
殺
害

さ
れ
、

さ
れ
、
こ
れ
を
機
に
周
長
は
鹿
沼
城
に

こ
れ
を
機
に
周
長
は
鹿
沼
城
に

入
り
、
鹿
沼
や
日
光
を
支
配
す
る
。
し

入
り
、
鹿
沼
や
日
光
を
支
配
す
る
。
し

か
し
、
周
長
は
天
正

か
し
、
周
長
は
天
正
77
年
（
一
五
七
九
）

年
（
一
五
七
九
）

に
甥（
綱
雄
嫡
子
）の

に
甥（
綱
雄
嫡
子
）の
義義よ
し
お

よ
し
お雄雄
に
討
た
れ
る
。

に
討
た
れ
る
。

　

そ
の
後
、
壬
生
・
鹿
沼
・
日
光
周
辺

　

そ
の
後
、
壬
生
・
鹿
沼
・
日
光
周
辺

は
義
雄
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

は
義
雄
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

義
雄
は
天
正

義
雄
は
天
正
1818
年
（
一
五
九
〇
）
の
小

年
（
一
五
九
〇
）
の
小

田
原
攻
め
の
際
に
は
、
北
条
氏
に
味
方

田
原
攻
め
の
際
に
は
、
北
条
氏
に
味
方

し
、
小
田
原
に
参
陣
す
る
も
、
小
田
原

し
、
小
田
原
に
参
陣
す
る
も
、
小
田
原

城
開
城
の
直
後
に
陣
中
で
死
去
し
、
壬

城
開
城
の
直
後
に
陣
中
で
死
去
し
、
壬

生
氏
は
滅
亡
す
る
。

生
氏
は
滅
亡
す
る
。

鹿沼城全景鹿沼城全景
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定
　
　
　
足
尾
郷

　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
足
尾
郷

一
、
各
田
地
并
お
と
な
中
、

一
、
各
田
地
并
お
と
な
中
、
ああ（
安
堵
）

（
安
堵
）

ん
と
ん
と
の
事
、

の
事
、

一
、
喧
嘩
之
上
人
を
き
り
候
而
も
、

一
、
喧
嘩
之
上
人
を
き
り
候
而
も
、
はは（

罰

銭

）

（

罰

銭

）

つ
せ
ん

つ
せ
ん
三
貫
文
之
事
、

三
貫
文
之
事
、

　
　
　

付
き
ら
れ
候
而
も
、
三
貫
文
之
事
、

　
　
　

付
き
ら
れ
候
而
も
、
三
貫
文
之
事
、

一
、
沙
汰
か
く
し
候
者
、

一
、
沙
汰
か
く
し
候
者
、
はは（

罰

銭

）

（

罰

銭

）

つ
せ
ん

つ
せ
ん
三
貫
文
之
事
、

三
貫
文
之
事
、

一
、
熊
皮
・
お

一
、
熊
皮
・
お
いい（
犬
）

（
犬
）ぬぬ
の
皮
、
如
前
々
進
上
可
申
事
、

の
皮
、
如
前
々
進
上
可
申
事
、

一
、
於
郷
中
あ
し
き
者
之
宿
い
た
す
へ
か
ら
す

一
、
於
郷
中
あ
し
き
者
之
宿
い
た
す
へ
か
ら
す
候候
事
、
事
、

一
、
他
所
へ
ち
か
ら
取
へ
か
ら
す
候
事
、

一
、
他
所
へ
ち
か
ら
取
へ
か
ら
す
候
事
、

一
、
向
後
、
他
所
ヘ
ゑ
ん
は
う
取
へ
か
ら
す
候
事
、

一
、
向
後
、
他
所
ヘ
ゑ
ん
は
う
取
へ
か
ら
す
候
事
、

一
、
一
、
はは（
博
打
）

（
博
打
）

く
ち
く
ち
・・
はは（

博

奕

）

（

博

奕

）

く
ゑ
き

く
ゑ
き
、
か
た
く
可
停
止
事
、

、
か
た
く
可
停
止
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

右
近
年
之
儀
者
、
大
堺
と
云
、
乱
中
と
云
、
一
向
仕
置
」
不
申
付
候
、

右
近
年
之
儀
者
、
大
堺
と
云
、
乱
中
と
云
、
一
向
仕
置
」
不
申
付
候
、

無
際
限
之
条
、
如
前
々
此
八
ヶ
条
か
た
く
申
付
候
、」
為
心
得
以
書
付

無
際
限
之
条
、
如
前
々
此
八
ヶ
条
か
た
く
申
付
候
、」
為
心
得
以
書
付

申
遣
候
、
此
所
ニ
も
杣
外
も
候
者
可
申
上
候
、
如
其
」
前
々

申
遣
候
、
此
所
ニ
も
杣
外
も
候
者
可
申
上
候
、
如
其
」
前
々
両両（
了
）

（
了
）知
候
間
、

知
候
間
、

大
門
加
賀
守
指
越
候
、
巨
細
口
上
ニ
申
候
、

大
門
加
賀
守
指
越
候
、
巨
細
口
上
ニ
申
候
、
仍仍
」
如
件
、

」
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

十十（

年

未

詳

）

（

年

未

詳

）

月
十
七
日

月
十
七
日　

周
長
（
花
押
影
）

　

周
長
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

齋
藤
大
和
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

齋
藤
大
和
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
人
之
お
と
な
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
人
之
お
と
な
中

③③  

徳徳  

雪雪  

斎斎  

周周  

長長  

定定  

書書  

写写

―
こ
の
八
ヶ
条
を
し
っ
か
り
と
守
る
こ
と
―

―
こ
の
八
ヶ
条
を
し
っ
か
り
と
守
る
こ
と
―

③ 徳 雪 斎 周 長 定 書 写③ 徳 雪 斎 周 長 定 書 写　　（縦）35.5㎝ ×（横）51.7㎝（縦）35.5㎝ ×（横）51.7㎝
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徳
雪
斎
周
長
が
、
足
尾
郷
支
配
に

　

徳
雪
斎
周
長
が
、
足
尾
郷
支
配
に
あ
た
り

あ
た
り
「
定
」
を
齋
藤
大
和
守
と
七
人

「
定
」
を
齋
藤
大
和
守
と
七
人

の
「
お
と
な
」
に
与
え
た
文
書
の
写
し
。
足
尾
郷
内
の
権
利
の
保
障
、
罰
則

の
「
お
と
な
」
に
与
え
た
文
書
の
写
し
。
足
尾
郷
内
の
権
利
の
保
障
、
罰
則

の
規
定
、
課
役
の
負
担
な
ど
を
定
め
る
な
ど
、
周
長
に
よ
る
足
尾
郷
支
配
の

の
規
定
、
課
役
の
負
担
な
ど
を
定
め
る
な
ど
、
周
長
に
よ
る
足
尾
郷
支
配
の

状
況
が
み
て
と
れ
る
。
文
中
に
「
乱
中
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
こ

状
況
が
み
て
と
れ
る
。
文
中
に
「
乱
中
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
こ

れ
は
②
「
徳
雪
斎
周
長
宛
行
状
」
に
書
か
れ
て
い
る
「
乱
中
」
と
同
じ
内
容

れ
は
②
「
徳
雪
斎
周
長
宛
行
状
」
に
書
か
れ
て
い
る
「
乱
中
」
と
同
じ
内
容

と
考
え
ら
れ
る
。

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め

そ
の
た
め
元
亀
２
年（
一
五
七
一
）か
ら

元
亀
２
年（
一
五
七
一
）か
ら
時
間
を
置
か
ず
に

時
間
を
置
か
ず
に
、、

足
尾
郷
内
の
秩
序
を
取
り
戻
す
た
め
に
発
給

足
尾
郷
内
の
秩
序
を
取
り
戻
す
た
め
に
発
給

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

宛
名
が
「
齋
藤
大
和
守
」
と
「
七
人
之
お

　

宛
名
が
「
齋
藤
大
和
守
」
と
「
七
人
之
お

と
な
」
を
別
に
書
い
て
い
る
の
は
、
足
尾
郷

と
な
」
を
別
に
書
い
て
い
る
の
は
、
足
尾
郷

の
代
表
者
で
あ
る
「
七
人
之
お
と
な
」
よ
り

の
代
表
者
で
あ
る
「
七
人
之
お
と
な
」
よ
り

も
齋
藤
大
和
守
が
上
位
に
位
置
す
る
も
の
と

も
齋
藤
大
和
守
が
上
位
に
位
置
す
る
も
の
と

周
長
が
認
識
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

周
長
が
認
識
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

徳雪斎周長定書写―この八ヶ条をしっかりと守ること―徳雪斎周長定書写―この八ヶ条をしっかりと守ること―

徳雪斎周長花押徳雪斎周長花押

　　
②
「
徳
雪
斎
周
長
宛
行
状
」、
③
「
徳
雪
斎
周
長
定
書
写
」
に
は
「
大
門
加
賀
守
」

②
「
徳
雪
斎
周
長
宛
行
状
」、
③
「
徳
雪
斎
周
長
定
書
写
」
に
は
「
大
門
加
賀
守
」

と
い
う
人
物
が
出
て
く
る
が
、
大
門
氏
は
壬
生
氏
の
一
族
で
あ
り
家
臣
で
も
あ
っ

と
い
う
人
物
が
出
て
く
る
が
、
大
門
氏
は
壬
生
氏
の
一
族
で
あ
り
家
臣
で
も
あ
っ

た
。
大
門
氏
の
始
祖

た
。
大
門
氏
の
始
祖
資資す
け
な
が

す
け
な
が長長
は
、壬
生
綱
雄
や
徳
雪
斎
周
長
の
父
綱
房
の
弟
と
さ
れ
る
。

は
、壬
生
綱
雄
や
徳
雪
斎
周
長
の
父
綱
房
の
弟
と
さ
れ
る
。

資
長
の
の
ち
に
は
、

資
長
の
の
ち
に
は
、
資資す
け
た
だ

す
け
た
だ忠忠
、、
弥弥や
じ
ろ
う

や
じ
ろ
う

次
郎
次
郎
と
続
く
。
大
門
資
忠
は
、
徳
雪
斎
周
長
の
家

と
続
く
。
大
門
資
忠
は
、
徳
雪
斎
周
長
の
家

臣
に
な
っ
て
お
り
、
大
門
弥
次
郎
は
、
宇
都
宮
氏
の
家
臣
と
し
て

臣
に
な
っ
て
お
り
、
大
門
弥
次
郎
は
、
宇
都
宮
氏
の
家
臣
と
し
て
倉倉く
ら
が
さ
き
じ
ょ
う

く
ら
が
さ
き
じ
ょ
う

ケ
崎
城

ケ
崎
城
（
現
（
現

在
の
日
光
市
）
を
守
備
し
た
が
、
小
田
原
の
北
条
氏
に
味
方
し
て
い
た
壬
生
氏
や

在
の
日
光
市
）
を
守
備
し
た
が
、
小
田
原
の
北
条
氏
に
味
方
し
て
い
た
壬
生
氏
や

日
光
山
に
攻
め
ら
れ

日
光
山
に
攻
め
ら
れ
、
討
死
し
た
と
さ
れ
る
。

、
討
死
し
た
と
さ
れ
る
。

　

大
門
氏
に
「
加
賀
守
」
と
い
う
官
途
を
称
し
た
人
物
は
、

　

大
門
氏
に
「
加
賀
守
」
と
い
う
官
途
を
称
し
た
人
物
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
他

こ
れ
ら
の
史
料
の
他

に
は
に
は
み
ら
れ
な
い
。

み
ら
れ
な
い
。「
大
門
加
賀
守
」
が
、
大
門
一
族
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る

「
大
門
加
賀
守
」
が
、
大
門
一
族
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る

か
は
、
今
後
の
検
討
が
必
要
に
な
る
。

か
は
、
今
後
の
検
討
が
必
要
に
な
る
。

胤た
ね
な
り業

綱つ
な
し
げ重

綱
房

綱
雄

座ざ
ぜ
ん
い
ん
し
ょ
う
ぜ
ん

禅
院
昌
膳

徳
雪
斎
周
長

義
雄

大（
左
衛
門
尉
カ
）

門
資
長

資（
図
書
助
カ
）忠

弥
次
郎

（
壬
生
氏
略
系
図
）

（
日
光
山
の
最
高
実
力
者
）

大
門
加
賀
守
に
つ
い
て

大
門
加
賀
守
に
つ
い
て

高村文書（引田　高村富久氏所蔵）高村文書（引田　高村富久氏所蔵）
『鹿沼市の文化財ー文化の再発見と心の継承』より転載『鹿沼市の文化財ー文化の再発見と心の継承』より転載

上は元亀２年４月９日付受領宛行状、下は同年同月 17 日安上は元亀２年４月９日付受領宛行状、下は同年同月 17 日安
堵状。この時期に引田とその周辺で「乱」と呼ばれる事態が堵状。この時期に引田とその周辺で「乱」と呼ばれる事態が
巻き起こっていたことがわかる。徳雪斎はこれによって鹿沼巻き起こっていたことがわかる。徳雪斎はこれによって鹿沼
城に権力を確立した。城に権力を確立した。
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今
度
又
次
郎
本
意
」
之
儀
、
其
方
馳
走
任
」
入
候
、
至
于
本
意
者
、
一
」

今
度
又
次
郎
本
意
」
之
儀
、
其
方
馳
走
任
」
入
候
、
至
于
本
意
者
、
一
」

所
可
及
意
見
候
、委
」
細

所
可
及
意
見
候
、委
」
細
高高（
高
瀬
正
道
カ
）

（
高
瀬
正
道
カ
）

瀬
遠
江
守

瀬
遠
江
守
口
上
ニ
」
可
有
之
候
、恐
々
謹
言
、

口
上
ニ
」
可
有
之
候
、恐
々
謹
言
、

　　

霜霜（
年
未
詳
）

（
年
未
詳
）月月十
五
日
宗
綱
（
花
押
）

十
五
日
宗
綱
（
花
押
）

　

齋
藤

　

齋
藤
太太（
大
）

（
大
）和
守
殿

和
守
殿

　　

又
次
郎
を
本
意
に
す
る
（
こ
ち
ら
の
味
方
に
付
け
る
）
こ
と
に
つ
い
て
は
、

又
次
郎
を
本
意
に
す
る
（
こ
ち
ら
の
味
方
に
付
け
る
）
こ
と
に
つ
い
て
は
、

齋
藤
大
和
守
に
任
せ
る
と
佐
野
宗
綱
が
約
し
た
文
書
。
佐
野
宗
綱
は
、
天
正

齋
藤
大
和
守
に
任
せ
る
と
佐
野
宗
綱
が
約
し
た
文
書
。
佐
野
宗
綱
は
、
天
正

初
年
か
ら
活
動
が
み
ら
れ
、天
正

初
年
か
ら
活
動
が
み
ら
れ
、天
正
1313
年
（
一
五
八
五
）
元
日
に
討
死
し
て
い
る
。

年
（
一
五
八
五
）
元
日
に
討
死
し
て
い
る
。

本
史
料
は
、
そ
の
間
の
文
書
と
判
断
で
き
る
。

本
史
料
は
、
そ
の
間
の
文
書
と
判
断
で
き
る
。

　　

な
お
又
次
郎
に
関
し
て
は
、
桐
生
を
拠
点
に
し
て
い
た
桐
生
佐
野
氏
の
当

な
お
又
次
郎
に
関
し
て
は
、
桐
生
を
拠
点
に
し
て
い
た
桐
生
佐
野
氏
の
当

主
の
通
称
が
又
次
郎
で
あ
る
た
め
、
桐
生
佐
野
氏
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

主
の
通
称
が
又
次
郎
で
あ
る
た
め
、
桐
生
佐
野
氏
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

桐
生
佐
野
氏
は
永
禄

桐
生
佐
野
氏
は
永
禄
1010
年
頃
（
一
五
六
七
）
か
ら
活
動
が
み
ら
れ
な
く
な
っ

年
頃
（
一
五
六
七
）
か
ら
活
動
が
み
ら
れ
な
く
な
っ

て
お
り
、
佐
野
又
次
郎
と
佐
野
宗
綱
の
活
動
時
期
が
合
致
し
な
い
。
そ
の
た

て
お
り
、
佐
野
又
次
郎
と
佐
野
宗
綱
の
活
動
時
期
が
合
致
し
な
い
。
そ
の
た

め
別
の
又
次
郎
の
可
能
性
が
あ
り
、
今
後
の
検
討
を
要
す
る
。

め
別
の
又
次
郎
の
可
能
性
が
あ
り
、
今
後
の
検
討
を
要
す
る
。

―
又
次
郎
を
味
方
に
付
け
よ
！
―

―
又
次
郎
を
味
方
に
付
け
よ
！
―

④ 佐 野 宗 綱 書 状  （縦）18.2㎝ ×（横）49.9㎝（縦）18.2㎝ ×（横）49.9㎝

④④  

佐佐  

野野  

宗宗  

綱綱  

書書  

状状



9

佐野宗綱書状―又次郎を味方に付けよ！―佐野宗綱書状―又次郎を味方に付けよ！―

佐野宗綱花押
　

北
条
氏
の
侵
攻
は
、渡
良
瀬
川
流
域
の
各
勢
力
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
。
金
山
城（
現

　

北
条
氏
の
侵
攻
は
、渡
良
瀬
川
流
域
の
各
勢
力
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
。
金
山
城（
現

在
の
群
馬
県
太
田
市
）
の
由
良
氏
や
足
利
城
の
長
尾
氏
な
ど
は
、
当
初
北
条
氏
に
反
抗

在
の
群
馬
県
太
田
市
）
の
由
良
氏
や
足
利
城
の
長
尾
氏
な
ど
は
、
当
初
北
条
氏
に
反
抗

し
て
い
た
が
、
北
条
氏
の
勢
力
が
強
ま
る
と
北
条
氏
に
服
属
す
る
よ
う
に
な
る
。

し
て
い
た
が
、
北
条
氏
の
勢
力
が
強
ま
る
と
北
条
氏
に
服
属
す
る
よ
う
に
な
る
。
渡
良
渡
良

瀬
川
流
域
に
も

瀬
川
流
域
に
も
多
数
の
山
城
が
築
か
れ
、
戦
闘
が
起
き
て
い
た
。

多
数
の
山
城
が
築
か
れ
、
戦
闘
が
起
き
て
い
た
。

〇〇
佐佐さ

の

さ

の野野
宗宗む

ね
つ
な

む
ね
つ
な綱綱　

　
　
　
永
禄
永
禄
33
年
（
一
五
六
〇
）
～
天
正

年
（
一
五
六
〇
）
～
天
正
1313
年
（
一
五
八
五
）

年
（
一
五
八
五
）

鹿
沼
城

多
気
山
城

壬
生
城

皆
川
城唐

沢
山
城

唐
沢
山
城

足
利
城

宇
都
宮
城

祇
園
城

榎
本
城

館
林
城

金
山
城

厩
橋
城

厩
橋
城

沼
田
城

日
光
山

足
尾

箕
輪
城

箕
輪
城

真
岡
城

黒
川
城

１

２
３

４
５

６
７８

９

11

日
光
山

金
山
城

桐
生
城

桐
生
城

沼
田
城

足
利
城

皆
川
城

壬
生
城

多
気
山
城

鹿
沼
城

宇
都
宮
城

祇
園
城

榎
本
城

0 20㎞

0 40 ㎞

〔下野国〕〔下野国〕〔上野国〕〔上野国〕

渡瀬川渡瀬川

　

佐
野

　

佐
野
昌昌ま
さ
つ
な

ま
さ
つ
な綱綱
の
子
。

の
子
。
唐唐か
ら
さ
わ
や
ま

か
ら
さ
わ
や
ま

沢
山
沢
山
城
主
。
父
昌
綱
は
、
勢
力
を
伸
張
し
て
い
た

城
主
。
父
昌
綱
は
、
勢
力
を
伸
張
し
て
い
た

越
後
の
上
杉
氏
と
小
田
原
の
北
条
氏
に
唐
沢
山
城
を

越
後
の
上
杉
氏
と
小
田
原
の
北
条
氏
に
唐
沢
山
城
を
た
び
た
び

た
び
た
び
攻
め
ら
れ
、

攻
め
ら
れ
、

服
従
と

服
従
と
造
反
造
反
を
繰
り
返
す
。
時
と
し
て
上
杉
氏
も
し
く
は
北
条
氏
の
勢
力

を
繰
り
返
す
。
時
と
し
て
上
杉
氏
も
し
く
は
北
条
氏
の
勢
力

を
頼
り
な
が
ら
、
佐
野
氏
を
存
立
さ
せ
て
た
。

を
頼
り
な
が
ら
、
佐
野
氏
を
存
立
さ
せ
て
た
。

　

宗
綱
は
、
天
正

　

宗
綱
は
、
天
正
1313
年
（
一
五
八
五
）
元
日
、
北
条
氏
方
の

年
（
一
五
八
五
）
元
日
、
北
条
氏
方
の
長長な
が
お
あ
き
な
が

な
が
お
あ
き
な
が

尾
顕
長

尾
顕
長
とと

の
戦
い
（

の
戦
い
（
須
花
坂
の
戦
い
、

須
花
坂
の
戦
い
、現
在
の
佐
野
市
）
で
討
死
す
る
。
宗
綱
の
死
後
、

現
在
の
佐
野
市
）
で
討
死
す
る
。
宗
綱
の
死
後
、

北
条
氏
一
族
の

北
条
氏
一
族
の
氏氏う
じ
た
だ

う
じ
た
だ忠忠
が
佐
野
氏
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、
家
中
は
親
北
条
氏

が
佐
野
氏
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、
家
中
は
親
北
条
氏

と
反
北
条
氏
に
分
裂
す
る
。

と
反
北
条
氏
に
分
裂
す
る
。

　

本
文
中
の
「
高
瀬
遠
江
守
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
佐
野
氏
の
家
臣
を

　

本
文
中
の
「
高
瀬
遠
江
守
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
佐
野
氏
の
家
臣
を

記
し
た
「
佐
野
武
者
記
」（
天
正

記
し
た
「
佐
野
武
者
記
」（
天
正
88
年
〔
一
五
八
〇
〕
作
成
）
に
は
、「
高
瀬

年
〔
一
五
八
〇
〕
作
成
）
に
は
、「
高
瀬

遠
江
守
正
道
」
と
い
う
人
物
が
出
て
く
る
。
佐
野
宗
綱
の
活
動
時
期
を
考
慮

遠
江
守
正
道
」
と
い
う
人
物
が
出
て
く
る
。
佐
野
宗
綱
の
活
動
時
期
を
考
慮

す
る
と
本
文
中
の
「
高
瀬
遠
江
守
」
は
高
瀬
正
道
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

す
る
と
本
文
中
の
「
高
瀬
遠
江
守
」
は
高
瀬
正
道
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

高
瀬
正
道
は
、
田
沼
山
城
守
秀
直
の
弟
と
記
さ
れ
、
田
沼
秀
直
に
は
高
瀬
紀

高
瀬
正
道
は
、
田
沼
山
城
守
秀
直
の
弟
と
記
さ
れ
、
田
沼
秀
直
に
は
高
瀬
紀

伊
守
武
正
、
高
瀬
遠
江
守
正
道
、
高
瀬

伊
守
武
正
、
高
瀬
遠
江
守
正
道
、
高
瀬

播
磨
守
武
清
の
三
人
の
弟
が
い
た
。

播
磨
守
武
清
の
三
人
の
弟
が
い
た
。

　

な
お
高
瀬
紀
伊
守
は
、
佐
野
宗
綱
の

　

な
お
高
瀬
紀
伊
守
は
、
佐
野
宗
綱
の

死
後
に
は
佐
野
氏
忠
に
仕
え
、
天
正

死
後
に
は
佐
野
氏
忠
に
仕
え
、
天
正
1818

年
（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
攻
め
の
際

年
（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
攻
め
の
際

に
は
、
六
人
の
家
臣
を
引
き
連
れ
、
北

に
は
、
六
人
の
家
臣
を
引
き
連
れ
、
北

条
氏
方
と
し
て
小
田
原
に
参
陣
す
る
よ

条
氏
方
と
し
て
小
田
原
に
参
陣
す
る
よ

う
氏
忠
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

う
氏
忠
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

№№ 城名城名 立地立地 城主城主 遺構遺構
１１ 原城原城 山崖端山崖端 不明不明 堀・曲輪・土塁・石組堀・曲輪・土塁・石組
２ 沢入城沢入城 崖端崖端 松島氏松島氏 遺構なし遺構なし
３ 草木城 崖端 高草木氏高草木氏 水没水没
４ 座間城座間城 崖端崖端 梅橋氏梅橋氏 遺構なし遺構なし
５ 神戸城神戸城 崖端 小曽根氏小曽根氏 土塁・堀残存土塁・堀残存
６ 小中城小中城 山崖端山崖端 小中氏 遺構なし遺構なし
７ 三ヶ郷城三ヶ郷城 山 不明不明 堀切残存堀切残存
８８ 五覧田城五覧田城 崖端崖端 久屋氏久屋氏 遺構なし遺構なし
９９ 神梅城（深沢城）神梅城（深沢城）崖端 阿久沢氏阿久沢氏 曲輪・土塁・横堀曲輪・土塁・横堀

足尾周辺の山城一覧足尾周辺の山城一覧

渡良瀬川流域（足尾・群馬県東部周辺）の主な山城跡渡良瀬川流域（足尾・群馬県東部周辺）の主な山城跡

渡
良
瀬
川
流
域
の
山
城

渡
良
瀬
川
流
域
の
山
城
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黒
川
谷
ヘ

黒
川
谷
ヘ
由由
（
由
良
信
濃
守
）

（
由
良
信
濃
守
）
信信
取取（
砦
）

（
砦
）出出
被
□
候
処
、
其
方
弥
不

被
□
候
処
、
其
方
弥
不
助助
義
候
、」
色
々
御
稼

義
候
、」
色
々
御
稼
従従

取取（
砦
）

（
砦
）出出
被
□
□

被
□
□
殊
、
殊
、
入
桐
生
迄
放
火
一
段
」
被
稼
候
処
、
神
妙　

御
悦

入
桐
生
迄
放
火
一
段
」
被
稼
候
処
、
神
妙　

御
悦
喜喜

之
由
候
、此
等
之
段
自
我
等
方
」
可
申
届
之
由
候
間
、如
此
以
一
書
申
候
、

之
由
候
、此
等
之
段
自
我
等
方
」
可
申
届
之
由
候
間
、如
此
以
一
書
申
候
、

弥弥
々
其
口
御
稼
」

々
其
口
御
稼
」
簡簡（
感
）

（
感
）心
候
、如
何
様
重
而
可
被
成　

御
直
書
候
条
、其
備
」

心
候
、如
何
様
重
而
可
被
成　

御
直
書
候
条
、其
備
」

分分
萬萬
吉
可
申
候
、
此
外
不
申
候
、
恐
々
謹
言
、

吉
可
申
候
、
此
外
不
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
江
織
部
佑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
江
織
部
佑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二二（
年
未
詳
）

（
年
未
詳
）

月
七
日

月
七
日　
　
　
　

景
資
（
花
押
）

　
　
　
　

景
資
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
喜
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
喜
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資
賢
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資
賢
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

齋
藤
大
和
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

齋
藤
大
和
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
在
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
在
所

―
謙
信
様
も
お
喜
び
で
す
―

―
謙
信
様
も
お
喜
び
で
す
―

　
上上う
え
す
ぎ
け
ん
し
ん

う
え
す
ぎ
け
ん
し
ん

杉
謙
信

杉
謙
信
（
上
杉

（
上
杉
輝輝て
る
と
ら

て
る
と
ら虎虎
）
の
家
臣
で
あ
る

）
の
家
臣
で
あ
る
吉吉よ
し
え
か
げ
す
け

よ
し
え
か
げ
す
け

江
景
資

江
景
資
とと

資資す
け
か
た

す
け
か
た賢賢
か
ら
、桐
生
に
放
火
す
る
な
ど

か
ら
、桐
生
に
放
火
す
る
な
ど
黒黒く
ろ
か
わ
だ
に

く
ろ
か
わ
だ
に

川
谷
川
谷
（
渡
良
瀬
渓
谷
）

（
渡
良
瀬
渓
谷
）

に
お
け
る
齋
藤
大
和
守
の
戦
功
を
賞
し
た
文
書
。
足
尾
齋

に
お
け
る
齋
藤
大
和
守
の
戦
功
を
賞
し
た
文
書
。
足
尾
齋

藤
氏
の
活
動
範
囲
を
示
す
貴
重
な
文
書
で
あ
る
。
吉
江
景

藤
氏
の
活
動
範
囲
を
示
す
貴
重
な
文
書
で
あ
る
。
吉
江
景

資
は
、永
禄
７
年
（
一
五
六
四
）
と
永
禄

資
は
、永
禄
７
年
（
一
五
六
四
）
と
永
禄
1010
年
（
一
五
六
七
）

年
（
一
五
六
七
）

に
佐
野
の

に
佐
野
の
唐唐か
ら
さ
わ
や
ま
じ
ょ
う

か
ら
さ
わ
や
ま
じ
ょ
う

沢
山
城

沢
山
城
を
守
っ
た
記
録
が
あ
る
。

を
守
っ
た
記
録
が
あ
る
。

⑤⑤  

吉
江
景
資
・
吉
江
資
賢
連
署
状

吉
江
景
資
・
吉
江
資
賢
連
署
状

⑤ 吉江景資・吉江資賢連署状⑤ 吉江景資・吉江資賢連署状    （縦）28.2㎝ ×（横）31.0㎝（縦）28.2㎝ ×（横）31.0㎝

吉江景資花押吉江景資花押
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吉江景資吉江景資・・吉江資賢連署状―謙信様もお喜びです―吉江資賢連署状―謙信様もお喜びです―

唐沢山城を攻める際の上杉謙信の推定ルート（根利通）唐沢山城を攻める際の上杉謙信の推定ルート（根利通）
　荒川善夫「下野唐沢山城に対する上杉謙信と相模北条氏の思惑」（『栃木県立文書館 研究紀要 第 20 号』　荒川善夫「下野唐沢山城に対する上杉謙信と相模北条氏の思惑」（『栃木県立文書館 研究紀要 第 20 号』
               栃木県立文書館  2016）・               栃木県立文書館  2016）・『田沼町史　第６巻　通史編（上）』（田沼町 1985）『田沼町史　第６巻　通史編（上）』（田沼町 1985）をもとに作成をもとに作成

　

本
文
中
の
「
神
妙　

御
悦
喜
候
」（〔
今

　

本
文
中
の
「
神
妙　

御
悦
喜
候
」（〔
今

回
の
働
き
は
〕
殊
勝
な
こ
と
で
あ
り
、
お

回
の
働
き
は
〕
殊
勝
な
こ
と
で
あ
り
、
お

喜
び
に
な
る
）
や
「
可
被
成　

御
直
書
候
」

喜
び
に
な
る
）
や
「
可
被
成　

御
直
書
候
」

（
自
筆
の
書
状
を
お
書
き
に
な
る
こ
と
で

（
自
筆
の
書
状
を
お
書
き
に
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
）
は
敬
意
の
表
現
が
さ
れ
て
お
り
、

し
ょ
う
）
は
敬
意
の
表
現
が
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
言
葉
の
主
語
は
上
杉
謙
信
と
考

こ
れ
ら
の
言
葉
の
主
語
は
上
杉
謙
信
と
考

え
ら
れ
る
。

え
ら
れ
る
。

　　

北
条
氏
の
侵
攻
に
悩
ん
で
い
た

北
条
氏
の
侵
攻
に
悩
ん
で
い
た
下
野
下
野

の
宇
都
宮
氏
や
常
陸
の
佐
竹
氏
な
ど
は
、

の
宇
都
宮
氏
や
常
陸
の
佐
竹
氏
な
ど
は
、

上
杉
謙
信
を
頼
り
北
条
氏
に
対
抗
し
よ

上
杉
謙
信
を
頼
り
北
条
氏
に
対
抗
し
よ

う
と
し
て
い
た
。
佐
野
の
唐
沢
山
城
は
、

う
と
し
て
い
た
。
佐
野
の
唐
沢
山
城
は
、

謙
信
が
北
条
氏
に
対
抗
す
る
勢
力
を
ま

謙
信
が
北
条
氏
に
対
抗
す
る
勢
力
を
ま

と
め
る
上
で
重
要
な
場
所
に
位
置
し
て

と
め
る
上
で
重
要
な
場
所
に
位
置
し
て

い
た
た
め
、
謙
信
は
唐
沢
山
城
を
手
に

い
た
た
め
、
謙
信
は
唐
沢
山
城
を
手
に

入
れ
る
た
め
に
度
々
侵
攻
し
、
佐
野
氏

入
れ
る
た
め
に
度
々
侵
攻
し
、
佐
野
氏

は
一
時
期
謙
信
に
服
従
す
る
。
そ
の
際
、

は
一
時
期
謙
信
に
服
従
す
る
。
そ
の
際
、

謙
信
は
唐
沢
山
城
に
家
臣
を
派
遣
し
、

謙
信
は
唐
沢
山
城
に
家
臣
を
派
遣
し
、

北
条
氏
の
侵
攻
か
ら
唐
沢
山
城
を
守
っ

北
条
氏
の
侵
攻
か
ら
唐
沢
山
城
を
守
っ

た
記
録
が
あ
る
。

た
記
録
が
あ
る
。

　

上
杉
謙
信
に
よ
る
唐
沢
山
城
攻
め
は

　

上
杉
謙
信
に
よ
る
唐
沢
山
城
攻
め
は

1010
回
に
及
ぶ
と
い
う
。

回
に
及
ぶ
と
い
う
。

唐沢山城主郭周りの石垣唐沢山城主郭周りの石垣（（栃木県佐野市）栃木県佐野市）

0 40 ㎞

沼田城

飛駒

桐生城

金山城

館林城

厩橋城

足利城

太田城
（佐竹氏）

黒川城

三国峠

赤城山

唐沢山城
（佐野氏）

春日山城
（上杉氏）
春日山城
（上杉氏）

唐沢山城
（佐野氏）

〔越後国〕〔越後国〕

〔下野国〕〔下野国〕

〔上野国〕〔上野国〕

〔常陸国〕〔常陸国〕

黒保根黒保根
梅田梅田

根利根利

三国峠

飛駒
宇都宮城
（宇都宮氏）
宇都宮城
（宇都宮氏）

日光山日光山

皆川城皆川城

足尾足尾

沼田城

桐生城

厩橋城

館林城

足利城
金山城

赤城山 太田城
（佐竹氏）

0 40 ㎞

吉江資賢花押吉江資賢花押

春日山城跡の上杉謙信像春日山城跡の上杉謙信像
（新潟県上越市）（新潟県上越市）
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足
尾
地
域
南
西
部
に
あ
る
通
称
「
魔
王
山
」

　

足
尾
地
域
南
西
部
に
あ
る
通
称
「
魔
王
山
」

で
中
世
の
山
城
跡
が
確
認
さ
れ
た
（「
原
城
」

で
中
世
の
山
城
跡
が
確
認
さ
れ
た
（「
原
城
」

と
仮
称
す
る
）。
原
城
は
、
南
東
に
向
か
っ
て

と
仮
称
す
る
）。
原
城
は
、
南
東
に
向
か
っ
て

延
び
た
標
高
約

延
び
た
標
高
約

650650
mm
の
尾
根
の
先
端
に
位
置

の
尾
根
の
先
端
に
位
置

す
る
。
城
跡
は
、
小
規
模
な
が
ら
主
郭
を
中

す
る
。
城
跡
は
、
小
規
模
な
が
ら
主
郭
を
中

心
に
い
く
つ
か
の
曲
輪
が
付
属
し
、
主
郭
の

心
に
い
く
つ
か
の
曲
輪
が
付
属
し
、
主
郭
の「魔王山」遠景「魔王山」遠景

中
世
の
足
尾
地
域

中
世
の
足
尾
地
域

北
側
に
は
尾
根
を
分
断
す
る
大
き
な
堀
切

北
側
に
は
尾
根
を
分
断
す
る
大
き
な
堀
切

を
設
け
て
い
る
。
ま
た
、
城
跡
の
随
所
に

を
設
け
て
い
る
。
ま
た
、
城
跡
の
随
所
に

み
ら
れ
る
石
組
の
痕
跡
も
特
徴
的
で
あ
る
。

み
ら
れ
る
石
組
の
痕
跡
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　

魔
王
山
の
麓
に
は
、
西
禅
寺
跡
が
あ
り
、

　

魔
王
山
の
麓
に
は
、
西
禅
寺
跡
が
あ
り
、

そ
の
そ
の
寺
域
に
は
、
釈
迦
堂
と
呼
ば
れ
る
お
堂

や
戦
国
期
・
近
世
期
の
石
造
物
が
多
数
存
在

す
る
。
釈
迦
堂
に
は
、
木
造
阿
弥
陀
如
来
坐

像
の
ほ
か
に
も
天
正
期
の
年
号
が
入
っ
た
仏

像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
石
造
物
の
中

に
も
永
禄
期
の
年
号
が
入
っ
た
も
の
が
あ
る
。

❷北側の堀切部❷北側の堀切部 ❶主郭部❶主郭部

❸虎口部❸虎口部❹南側の張出部❹南側の張出部❺南側張出部の石組❺南側張出部の石組

「原城」の縄張図（関口和也氏作成）「原城」の縄張図（関口和也氏作成）

600m

650m

650m

０ 50m

❶

❷

❸

❹❺

「
魔
王
山
」
と
原
城
・
西
禅
寺

「
魔
王
山
」
と
原
城
・
西
禅
寺
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木造阿弥陀如来坐像木造阿弥陀如来坐像

　
木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
、
西
禅
寺
跡
の
敷

地
内
に
残
さ
れ
た
釈
迦
堂
の
中
に
安
置
さ
れ
て

い
た
。
所
々
に
修
復
の
跡
が
み
ら
れ
る
が
、
鎌

釈迦堂横の石造物群釈迦堂横の石造物群

中世の足尾地域中世の足尾地域

倉
時
代
以
前
も
し
く
は
鎌
倉
時
代
の
作
と
推

定
さ
れ
る
。

　

光
背
に
施
さ
れ
た
七
つ
の
円
は
、
北
斗
七

星
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。
明
治
以
前
の
足
尾

に
は
妙
見
社
（
北
極
星
や
北
斗
七
星
信
仰
の

神
社
）
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
関
連
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
な
お
足
尾
の
妙
見
社
は
、
明

治
時
代
に
移
転
し
、
磐
裂
神
社
と
改
称
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
釈
迦
堂
に
は
戦
国
時
代

の
天
正
の
年
号
が
入
っ
た
も
の
を
含
む
六
体

の
仏
像
（
14
頁
）
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。

西禅寺跡に残る釈迦堂西禅寺跡に残る釈迦堂

西
禅
寺
釈
迦
堂
の
仏
像

西
禅
寺
釈
迦
堂
の
仏
像
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（
墨
書
）

（
墨
書
）

施
主
□
□
敬
白
」
観
音
尊

施
主
□
□
敬
白
」
観
音
尊

像
一
躰
処
」
天
正
拾
六
年

像
一
躰
処
」
天
正
拾
六
年

戊
子
八
月
吉

戊
子
八
月
吉

（
墨
書
）

（
墨
書
）

施
主
敬
白
」
逆
修
善
主
根
信
心

施
主
敬
白
」
逆
修
善
主
根
信
心

奉
刻
彫
観
音
尊
一
躰
所
」
為
二

奉
刻
彫
観
音
尊
一
躰
所
」
為
二

世
之
悉
地
諸
願
円
満
也
」
于
時

世
之
悉
地
諸
願
円
満
也
」
于
時

天
正
廿
年
壬
辰
拾
月
吉
日

天
正
廿
年
壬
辰
拾
月
吉
日

木造観音菩薩坐像 (F)木造観音菩薩坐像 (F)
背面に天正 20 年（1592）墨書あり背面に天正 20 年（1592）墨書あり 木造菩薩坐像 (C)木造菩薩坐像 (C)

木造如来立像 (B)木造如来立像 (B)

木造菩薩坐像 (A)木造菩薩坐像 (A) 木造菩薩坐像 (D)木造菩薩坐像 (D)

木造観音菩薩坐像 (E)木造観音菩薩坐像 (E)
背面に天正 16 年（1588）墨書あり背面に天正 16 年（1588）墨書あり

　　

AA
か
ら
か
ら
FF
の
仏
像
は
、
木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
と
共

の
仏
像
は
、
木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
と
共

に
西
禅
寺
跡
の
釈
迦
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
い
ず

に
西
禅
寺
跡
の
釈
迦
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
い
ず

れ
も
天
正
頃
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
素
朴

れ
も
天
正
頃
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
素
朴

な
一
木
造
で
あ
り
、
中
央
か
ら
離
れ
た
地
方
で
つ
く
ら

な
一
木
造
で
あ
り
、
中
央
か
ら
離
れ
た
地
方
で
つ
く
ら

れ
た
雰
囲
気
が
見
て
取
れ
る
。

れ
た
雰
囲
気
が
見
て
取
れ
る
。

　

こ
の
う
ち
墨
書
が
み
ら
れ
る
の
は
、

　

こ
の
う
ち
墨
書
が
み
ら
れ
る
の
は
、
AA
、、
EE
、、
FF
のの

三
体
で
あ
る
が
、

三
体
で
あ
る
が
、
AA
は
削
ら
れ
た
よ
う
な
跡
が
あ
る
た

は
削
ら
れ
た
よ
う
な
跡
が
あ
る
た

め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
EE
とと
FF
は
、
下
の
よ

は
、
下
の
よ
う
に
書

う
に
書

い
て
あ
り
、
い
ず
れ
も
年
号
は
天
正
で
あ
る
。

い
て
あ
り
、
い
ず
れ
も
年
号
は
天
正
で
あ
る
。
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麻本木版刷左麻本木版刷左釼釼不動明王立像不動明王立像 右右釼釼左左釼釼不動明王二幅黒漆塗収納箱（底部）不動明王二幅黒漆塗収納箱（底部）

（
箱
書
）

（
箱
書
）

　
瀧
尾
御
上
人
大
輪
坊
御
代
也

　
瀧
尾
御
上
人
大
輪
坊
御
代
也

天
正
十
四
年　
　
二
月
廿
八
日　
主
泉
蔵
坊

天
正
十
四
年　
　
二
月
廿
八
日　
主
泉
蔵
坊

　
右
釼
左
釼
二
幅
奉
摺

　
右
釼
左
釼
二
幅
奉
摺

丙
戌
丙
戌
太
才
太
才

中世の足尾地域中世の足尾地域

　

ち
な
み
に
同
時
期
の
古
文
書
は
、
①
伊
達
政
宗
過

所
（
天
正
17
年
）
と
④
佐
野
宗
綱
書
状
（
年
未
詳
）

の
二
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
仏
像
を
通
し
て
、
戦
乱
が
ま
だ
ま
だ
続

く
中
、
足
尾
に
住
む
人
た
ち
が
残
し
た
祈
り
の
か
た

ち
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

足
尾
原
村
文
書
の
齊
藤
家
か
ら
は
、
下
の
写
真
の

　

足
尾
原
村
文
書
の
齊
藤
家
か
ら
は
、
下
の
写
真
の

よ
う
に
版
木
か
ら
麻
布
に
印
刷
し
た
不
動
明
王
の
画

よ
う
に
版
木
か
ら
麻
布
に
印
刷
し
た
不
動
明
王
の
画

像
と
そ
れ
を
収
納
す
る
収
納
箱
も
発
見
さ
れ
た
。

像
と
そ
れ
を
収
納
す
る
収
納
箱
も
発
見
さ
れ
た
。

　

下
の
写
真
は
、
左
手
に
釼
を
持
っ
た
不
動
明
王
で

　

下
の
写
真
は
、
左
手
に
釼
を
持
っ
た
不
動
明
王
で

あ
る
が
、
箱
書
か
ら
本
来
は
右
手
に
釼
を
持
っ
た
不

あ
る
が
、
箱
書
か
ら
本
来
は
右
手
に
釼
を
持
っ
た
不

動
明
王
と
対
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
輪
王
寺
に

動
明
王
と
対
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
輪
王
寺
に

は
、
版
木
か
ら
刷
ら
れ
た
不
動
明
王
像
が
六
点
伝
来

は
、
版
木
か
ら
刷
ら
れ
た
不
動
明
王
像
が
六
点
伝
来

し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
右
手
に
釼
を
持
っ
て
い
る

し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
右
手
に
釼
を
持
っ
て
い
る

像
容
で
あ
る
。

像
容
で
あ
る
。

　

天
正

　

天
正
1414
年
頃
の
日
光
山
は
、
壬
生
義
雄
と
活
動
を

年
頃
の
日
光
山
は
、
壬
生
義
雄
と
活
動
を

共
に
し
、
小
田
原
の
北
条
氏
に
味
方
し
て
い
た
。
天

共
に
し
、
小
田
原
の
北
条
氏
に
味
方
し
て
い
た
。
天

正正
1818
年
の
小
田
原
攻
め
の
戦
後
処
理
で
、
日
光
山
は

年
の
小
田
原
攻
め
の
戦
後
処
理
で
、
日
光
山
は

豊
臣
秀
吉
に
よ
り
多
く
の
領
地
を
没
収
さ
れ
、
山
内
、

豊
臣
秀
吉
に
よ
り
多
く
の
領
地
を
没
収
さ
れ
、
山
内
、

門
前
、
そ
し
て
足
尾
郷
の
み
を
安
堵
さ
れ
る
こ
と
に

門
前
、
そ
し
て
足
尾
郷
の
み
を
安
堵
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。　

な
る
。　

足
尾
と
日
光
山

足
尾
と
日
光
山
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仏龕仏龕

石造阿弥陀如来坐像石造阿弥陀如来坐像

　

釈
迦
堂
の
横
に
は
、
戦
国
期
、
近
世

釈
迦
堂
の
横
に
は
、
戦
国
期
、
近
世

期
の
石
造
物
が
存
在
し
、
そ
の
中
で
最

期
の
石
造
物
が
存
在
し
、
そ
の
中
で
最

も
古
い
も
の
が
、
石
造
阿
弥
陀
如
来
坐

も
古
い
も
の
が
、
石
造
阿
弥
陀
如
来
坐

像
と
像
と
仏仏ぶ
つ
が
ん

ぶ
つ
が
ん龕龕
（
円
筒
形
の
厨
子
）
で
あ
る
。

（
円
筒
形
の
厨
子
）
で
あ
る
。

永
禄
永
禄
55
年（
一
五
六
二
）の
年
号
が
入
っ

年（
一
五
六
二
）の
年
号
が
入
っ

て
い
る
。
こ
の
頃
は
、
越
後
の
上
杉
謙

て
い
る
。
こ
の
頃
は
、
越
後
の
上
杉
謙

信
（
当
時
は
上
杉
輝
虎
と
名
乗
っ
て
い

信
（
当
時
は
上
杉
輝
虎
と
名
乗
っ
て
い

た
）
が
小
田
原
の
北
条
氏
に
対
抗
す
る

た
）
が
小
田
原
の
北
条
氏
に
対
抗
す
る

た
め
に
、
佐
野
唐
沢
山
城
の
侵
攻
が
開

た
め
に
、
佐
野
唐
沢
山
城
の
侵
攻
が
開

始
さ
れ
た
頃
で
あ
る
。

始
さ
れ
た
頃
で
あ
る
。

　

石
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
仏
龕
と
一

　

石
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
仏
龕
と
一

（
刻
銘
）

（
刻
銘
）

　
本
願

　
本
願

　
奉
安
置
立

　
奉
安
置
立

　
體
雲

　
體
雲

（
刻
銘
）

（
刻
銘
）

　
奉
起
弥
陀
形
像
之

　
奉
起
弥
陀
形
像
之

　
體
雲
合
爪

　
體
雲
合
爪

　
永
禄
五
天
壬
戌
六
月
吉
日

　
永
禄
五
天
壬
戌
六
月
吉
日

対
で
あ
り
、「
體
雲
」
と
い
う
人
物
に

対
で
あ
り
、「
體
雲
」
と
い
う
人
物
に

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
本
来
は
仏
龕
の

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
本
来
は
仏
龕
の

中
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

中
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

仏
龕
は
円
形
の
台
座
に
内
部
を
丸

　

仏
龕
は
円
形
の
台
座
に
内
部
を
丸

く
刳
り
貫
い
た
円
筒
形
の
凝
灰
岩
を

く
刳
り
貫
い
た
円
筒
形
の
凝
灰
岩
を

二
段
重
ね
、
蓋
状
の
笠
石
を
か
ぶ
せ

二
段
重
ね
、
蓋
状
の
笠
石
を
か
ぶ
せ

た
も
の
で
あ
る
。
上
段
の
鍵
穴
の
よ

た
も
の
で
あ
る
。
上
段
の
鍵
穴
の
よ

う
な
穴
と
左
右
に
あ
る
縦
長
の
穴
は
、

う
な
穴
と
左
右
に
あ
る
縦
長
の
穴
は
、

石
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
の
尊
顔
を
拝

石
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
の
尊
顔
を
拝

す
る
た
め
の
穴
と
考
え
ら
れ
る
。　

す
る
た
め
の
穴
と
考
え
ら
れ
る
。　

・『
足
尾
郷
土
誌
』（
足
尾
郷
土
誌
編
集
委
員
会

・『
足
尾
郷
土
誌
』（
足
尾
郷
土
誌
編
集
委
員
会  

一
九
九
三
）

一
九
九
三
）

・『
鹿
沼
市
史　

通
史
編　

原
始
・
古
代
・
中
世
』（
鹿
沼
市

・『
鹿
沼
市
史　

通
史
編　

原
始
・
古
代
・
中
世
』（
鹿
沼
市  

二
〇
〇
四

二
〇
〇
四  

））

・『
鹿
沼
市
史　

資
料
編　

古
代
・
中
世
』（
鹿
沼
市

・『
鹿
沼
市
史　

資
料
編　

古
代
・
中
世
』（
鹿
沼
市  

一
九
九
九
）

一
九
九
九
）

・『
桐
生
佐
野
氏
と
戦
国
社
会
』
桐
生
文
化
史
談
会
編
（
岩
田
書
院

・『
桐
生
佐
野
氏
と
戦
国
社
会
』
桐
生
文
化
史
談
会
編
（
岩
田
書
院  

二
〇
〇
七
）

二
〇
〇
七
）

・『
仙
台
市
史　

資
料
編

・『
仙
台
市
史　

資
料
編
1010　

伊
達
政
宗
文
書

　

伊
達
政
宗
文
書
11
』（
仙
台
市

』（
仙
台
市  

一
九
九
四
）

一
九
九
四
）

・『
仙
台
市
史　

資
料
編

・『
仙
台
市
史　

資
料
編
1111　

伊
達
政
宗
文
書

　

伊
達
政
宗
文
書
22
』（
仙
台
市

』（
仙
台
市  

二
〇
〇
三
）

二
〇
〇
三
）

・『
田
沼
町
史　

第
六
巻　

通
史
編

・『
田
沼
町
史　

第
六
巻　

通
史
編

（上）（上）
』（
田
沼
町

』（
田
沼
町  

一
九
八
五
）

一
九
八
五
）

・『
田
沼
町
史　

第
三
巻　

資
料
編

・『
田
沼
町
史　

第
三
巻　

資
料
編
22
原
始
原
始  

古
代
古
代  

中
世
』（
田
沼
町

中
世
』（
田
沼
町  

一
九
八
四
）

一
九
八
四
）

・
荒
川
善
夫　
「
下
野
唐
沢
山
城
に
対
す
る
上
杉
謙
信
と
相
模
北
条
氏
の
思
惑
」

・
荒
川
善
夫　
「
下
野
唐
沢
山
城
に
対
す
る
上
杉
謙
信
と
相
模
北
条
氏
の
思
惑
」

　
　
　
　
　
　
『
栃
木
県
立
文
書
館

　
　
　
　
　
　
『
栃
木
県
立
文
書
館  

研
究
紀
要
』（
栃
木
県
立
文
書
館　

第

研
究
紀
要
』（
栃
木
県
立
文
書
館　

第
2020
号号  

二
〇
一
六
）

二
〇
一
六
）

・
市
村
高
男　
『
戦
争
の
日
本
史

・
市
村
高
男　
『
戦
争
の
日
本
史
1010　

東
国
の
戦
国
合
戦
』（
吉
川
弘
文
館

　

東
国
の
戦
国
合
戦
』（
吉
川
弘
文
館  

二
〇
〇
九
）

二
〇
〇
九
）

・
江
田
郁
夫　
『
下
野
の
中
世
を
旅
す
る
』（
随
想
舎

・
江
田
郁
夫　
『
下
野
の
中
世
を
旅
す
る
』（
随
想
舎  

二
〇
〇
九
）

二
〇
〇
九
）

・
佐
々
木
茂　
「
徳
雪
斎
周
長
の
政
治
的
位
置
―
一
次
史
料
の
検
討
を
つ
う
じ
て
―
」

・
佐
々
木
茂　
「
徳
雪
斎
周
長
の
政
治
的
位
置
―
一
次
史
料
の
検
討
を
つ
う
じ
て
―
」

　
　
　
　
　
　
『
中
世
関
東
武
士
の
研
究
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